
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号 

 
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号
（
埼
玉
県
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融

機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
収
納
代
理
金
融
機
関
の
表
株
式
会
社
り
そ
な
銀
行
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
表
楽
天
銀
行
株
式
会
社
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二

十
八
年
四
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

収
納
代
理
金
融
機
関
の
表
株
式
会
社
り
そ
な
銀
行
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

        

収
納
代
理
金
融
機
関
の
表
楽
天
銀
行
株
式
会
社
の
項
中
「
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

収
納
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
埼
玉
県
の
公
金
の
収
納
事
務
」
を
「
同
右
」
に
改
め
、
同
表
株
式
会

社
み
ち
の
く
銀
行
の
項
を
削
り
、
同
表
株
式
会
社
群
馬
銀
行
の
項
取
扱
事
務
の
範
囲
の
欄
中
「
同

右
」
を
「
埼
玉
県
の
公
金
の
収
納
事
務
」
に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
項
事

務
取
扱
店
舗
の
範
囲
の
欄
中
「
同
右
」
を
「
国
内
に
所
在
す
る
店
舗
」
に
改
め
、
同
表
あ
す
か
信

用
組
合
の
項
事
務
取
扱
店
舗
の
範
囲
の
欄
中
「
同
右
」
を
「
埼
玉
県
内
に
所
在
す
る
店
舗
」
に
改

め
、
同
表
戸
田
市
農
業
協
同
組
合
の
項
か
ら
あ
だ
ち
野
農
業
協
同
組
合
の
項
ま
で
を
削
る
。 

株
式
会
社
ジ
ャ
パ

ン
ネ
ッ
ト
銀
行 

東
京
都
新
宿
区
西

新
宿
二
丁
目
一
番

一
号 

同
右 

マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン

ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

収
納
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
埼
玉
県

の
公
金
の
収
納
事

務 

 


